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ふくいみまもり SNS 運用ポリシーの新旧対照表（案） 

 

改定後 現行 

第２０条 

 SNSにおいて「患者の個人情報をやり

とりする場合は、主治医又は主治医の指

示を受けた他職種が、患者もしくはその

家族へ説明書を用いて説明し、「同意書」

を取得し、保管するとともに、そのコピー

を、患者もしくはその家族に渡す。（患者

説明書・同意書・・・別紙様式５）」とさ

れている。 

なお、第19条の２）の場合は、患者・家

族を含めた情報交換を行う場合は、メー

ルアドレスの情報は必須となる。 

 

例外として、主治医以外の他職種（訪問看

護師、ケアマネージャー）が、患者もしく

はその家族から「同意書」を取得した上

で、患者の個人情報を他の職種とやりと

りすることも可能とする。なお、早い段階

で主治医もチームに参加できるように目

指すこと。 

 

第２０条 

 SNSにおいて「患者の個人情報をやり

とりする場合は、主治医又は主治医の指

示を受けた多職種が、患者もしくはその

家族へ説明書を用いて説明し、「同意書」

を取得し、保管するとともに、そのコピー

を、患者もしくはその家族に渡す。（患者

説明書・同意書・・・別紙様式５）」とさ

れている。 

なお、第19条の２）の場合は、患者・家

族を含めた情報交換を行う場合は、メー

ルアドレスの情報は必須となる。 

 

 

附則 

第１条 この規程は令和６年４月１日か

ら施行する。 

第２条 この規程は令和７年２月６日に

て一部改定する。 

 

附則 

第１条 この規程は令和６年４月１日か

ら施行する。 
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別紙様式５の新旧対照表（案） 

 

改定後 現行 
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※患者さん記入欄に、代理人記載の場合の欄を追加 

※“医師よりの指示がなく、他職種（訪問看護師・ケアマネージャー）にて説明・同意

書取得した場合”を新たに追加する 

 


